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●

訊
言痂

特

別

會

計

の

整

理

席

醗

神

戸

正

雄

我
邦

の
豫
算

が
不

明
瞭

に
し

て
、

一
般
民
衆

に
判
り
悪

き

こ
と

.
特

に

一
般
會
計

の
薦
め

の
総
豫
算

の
外

に
、

特
別
會
計

の
駕

め
の
豫
算

が
あ

b

(其

上

に
も

二
の
も

の
共

に
追
加
豫
算

を
有

つ
)
、
其

の
特
別
會
計
豫
算

が
複
雑

多
岐

に
亘
り

て
、
三
十

四
種

(其

の
各

の
中

に
て
、
更

に
二

つ
三

つ
に
分

れ

て
居

る
も
あ

る
)
に
上

り
、
其

金
高
累

計

か
ら

い
ふ
と

一
般
會
計

以
上

で
あ

り
、
而

か
も
其

が
必
ず
し
も
全
然

、
濁
立
し

た
も
の
で
な
く
、
或

は

一
般
會

計
と
重

な
り
合
ひ
、
或

は
他

の
特

別
會

計
と
重
複

し
、
或

は

一
般
會

計

に
寄
興

し
、
或

は

一
般
會
計

か
ら
補
充

を

受
け

る
も
あ
り

(
一
般
會
計

と
全

く
離

れ
て
居

る
も

の
も
あ

る
)
て
、
真
金
髄

の
眞
相

を
掴
む

こ
と
が
困
難

だ
と
は

夙

に
入

の
注
意

す

る
所

で
あ

る
。
か

く
て
或

は
特
別
會
計

を
以

て
伏

魔
殿

の
や
う

に
想

像
し
た
り
、
或

は
之

に
よ

一
…

団

…

の
整

理

第

三
十
三
巻

二
〇
五

第

二
號

四
九



梓
響

計

の
塞

第
三
+
=
.巻

二
〇
六

第

二
號

五
Q

b

て
政
府
が
胡
麻

化

で
も
す

る
か
の
や

う

に
ま

で
憶
測
を
逢

う
す

る
も
あ

る
。
其

は
兎

に
角

と

し
て
、
此
特

別
會

計

を
何
等

か
整

理
す
る
の
必
要

あ
り
と

い
ふ
こ
と

は
、

一
般

に
人

の
認

め

る
所

で
あ
る
。
然

ら
ば
之

を
伺
う
整

理

す

る
か
。
先
づ

其

に
つ
き
普

通

に
考

へ
ら

れ

る
所

で
は
、

一
方

に
は
官

業

を
原

則
上

か
ら
排

斥
し

て
、
之

を
出
家

る
だ
け
民
業

に
移
す

の
と
相
待

っ
て
、
官
業

に
關
す

る
特
別
會
計

を
磨

止

し
、
其
他

の
特

別
會
計

は
之
を

凡

べ
て

叉

は
出
来

る
だ
け
多

く

一
般

會
計

の
中

に
包
容
す

る
や
う

に
す

る
と

い
ふ
の
で
あ

る
。
成

程
、
其

も

一
案

た
る
を

失

は

ぬ
け
れ
ど
も

、
私
は
第

一
、
官
業
中

に
は
民
業

に
移

し

て
良

い
も

の
も
あ

る
に
せ
よ
、
凡

べ
て
の
官
業

が
民

業

に
移

す

べ
き
も

の
か

に
は
疑
を
有

つ
も
の
で
あ

り
、
む
し
ろ
今
後

の
大
勢

と
し

て
は
官
業

は
、
も

っ
と
増
す

の

で
は
な

か
ら
う

か
。
と

も
思

ふ
し

,
第

二

に
、
官
業

以
外
の
特

別
會
計

に
て
も
省

ほ
存
続

し
て
差
支

な
く
、
少

く

と

も

一
般

會
計
と

は
離

し

て
庭
聾
す

る
を

至
當
と

す

る
も

の
も
あ

る
の
で
、
労

々
、
私

は
此
案

に
賛
成

せ
す
、
大

禮
は
既

存

の
特
別
會
計

を
持
続

す

る
と

し

て
の
、
之

が
整

理

の
方
策

を
考

へ
る
方
が

一
層

、
切
要

だ
と
爲

す
。
私

は
帥
ち
特

別
會
計
整

理

の
必
要
を
認

め
る
け
れ
ど
も

、
之

を
實

質

的

に
廃
除

す

る
よ
り
も
む
し
ろ
、
之
を
存
続

し

つ

、
、
形
式

的

に
明
瞭
な
ら
し

め
實
質

的

に
改
良

さ

れ
る
や
う
な

方
法

に
て
、
整

理
し
や
う
と
す

る
も

の
で
あ

り
、

此
趣

旨

の
下

に
、
以
下
其

論
歩

を
進

め
や
う
と
思

ふ
。

第

閏

特

別

會

計

の

存

慶



元
来

、
現
代

の
財
政

に
あ
り

て
は
、
會

計
乃
至
、
豫

算

に
つ
い
て
は
其

の
統

一
を
原

則
と
す

る
の
で
あ
り
、
特
別

t

ア

4

為

e

げO

t

　

し

ゅ

會
計

及
其
豫
算

が
例
外

で
あ

る
と

い
ふ
こ
と

は

い
ふ
ま

で
も
な

い
。
其

の
特

別
會
計

に
は
種

々
な

る
弊
生
口
を
件

ふ

㎜

噂
い
一

の
で
あ
っ
マ

其
の
暴

・
だ
け
統

一
し
ξ

・
の
だ
三

ふ
…

認
め
な
け
れ
ば
な
晶

、
併
し
其
れ
だ
か

謎

謎

む

ロ

α

蝕

器

ら

と

い

ふ
て

、

凡

べ

て
之

を

一
般

會

計

に
入

れ

て
し

ま

は

な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
と

い
ふ
も

の

で

は
な

い
。

其

に
相

當

の

じ

H

㎝
習

↓

嵐

曲
節

の
理
由

さ

へ
あ

る
な
一5
ば

、
其

を
特

別
會
計

と
し

て
存
続

せ
し
め
て
可

で
あ
り
、
必
要
あ
ら
ば

、

一
般
會
計
中

の

餓
3
面
豊

p

或
も

の
を
特
別
會
計

に
移

す

こ
と
さ

へ
も
承

認

し
得

る
。
會
計

乃
至
豫
算

の
統

一
は
原
則

で
あ
b
且

つ
理
想

で
あ

盟

↓
慨
謡

騰
馬
朔
.濃

3

つ
て
、
必
ず

し
も
現
實

其

も
の

で
は
な

い
。
成

程

、
佛
蘭

西

の
如

き
も
嘗

て
特
別
會
計

の
多

か

っ
た
弊

に
堪

ヘ
ヰ

品
漆
諮

の

ル

セ

を

　

し

て

、
夙

に

一
八

九

五

年

、
並

に
大

戦
後

一
九

二

二
年

以

来

、
之

が
整

理

を

行

っ
た

け

れ
ど

も

、
其

れ

で
も
樹

且

飾
職
6
・㎜
躰
㎞

4
&
し
批

『

つ
若

干

は
存
続

し

て
居

り

、
其

他

、
方

々

に
何

等

か

の
事

情

に
よ

り

て
其

の
存
続

す

る
を

見

る

の

で
あ

る
、
真

庭

㌦

喰
鵬
9。
副

セ

け

に

　

s

3

b

6

S

誼

・離

島

で
我
邦

の
現
存
三
十

四
の
特
別
會
計

を
精

細

に
考
察

す

る
と

、
其

の
廉

止
し

て

一
般
會
計
中

起
入

る
る
を
至
當
と

ね

ロ

・
黙

空

乳
識

す

る
も
の
之
、
之
を
特

別
會
計

と

し
て
存
続

し

て
差

支
な
き

も

の
と
、
更

に

一
般
會
計
中

か
ら
特
別
會
計

に
移

し

　
み

な

H

的

一

覧
加
撤

ろ

乱
F
蚕

㎜
⑲

て
管

理
す

る
の
適

當

な

る
も

の
と

が

あ

る
と

い

ふ

こ
と

を

見

出

す
。

　

サ

　

む

　

d

耽

.
n

C

翫
恥
面
隠

鼠

↓

一
般

會

計

に
移

す

べ
き

も

の
一

ろ

覧
3

0・

(

竃

馬
&

臨

甜
&
誼

皇

現
在

の
特
別
會
計
中

で
、
之
を
存
続

す

る
に
及

ば
す
、

一
般
會

計
中

に
入
れ
て
差
支

な
き
も

の
を
求
む

る
と

き

は

、
其

は
文
化
施

設
特
別
會
計

で
あ

る
。
其

は
詳

し
く

い
ふ
と

、
封
支
文
化
事
業

、
帝
國
大
學

、官

立
大
學

、
學
校

、

、

特
別
曾
計

の
整
理

第
三
十
三
巻

二
Q
七

第

二
號

五

一



恥

特
別
會
計
の
整
理

第
三
十
三
巷

二
〇
八

第
二
號

五
二

及
圖

書
館

の
四

つ
で
あ

る
。
此

等

の
も

の
は
實

は
激
化
行
政

に
属

し
、
.一
般
行

政
事

務

の

一
部
を
成

し
、
特

に
特
別

會
計
を

設
け

し
む

る
必
要

を
認

め

蹟

(註

一
)
。

帝
大

の
如
き

に

つ
い
て
は
、
學
問

の
猫
立
を
保
障

す

る
が
爲

め

に

會
計

を
も
猫
立

せ
し

め
な

く
て
は
な
ら

ね
と

も

い
ふ
が
、
學
問

の
濁
立
と
會
計

の
濁
立
と
は
別

で
あ
り
、
會
計
が

一

般

の
中

に
入

っ
て
居

っ
て
も
、
…學
問

は
相
當

に
濁

立
し
得

る
。
叉

.
會
計

が
特

別
だ

か
ら
と

い
ふ
て
も
現
在
見

る

や
う

に
、

【
般
會
計

か
ら
補
給

を
受
け

つ
つ
あ

っ
て
は
、

一
般
會

計

の
中

に
あ

る
と
同
じ

で
.
會
計

の
上

か
ら
政

`

府

が
帝
大

を
燧
近

し
や

う
と
思

へ
ば
座
近
し
得

る
の
に
確
り
は
な

い
。
叉
假

り

に
帝
大

の
貴

会
が
増
大

し
て

一
般

會

計

か
ら
補
給

を

仰
が

な
く
て
も
濟
む

こ
と

に
な

っ
た
と
し

て
も
、
其
時

は
會
計

上
か
ら

の
政
府

の
歴
迫

だ
け

は

な

く
な

る
が

、
併

し
敏
育
行

政

の
統
制

に
は
帝
大

と

い

へ
ど
も
服
す

る
の
外
な

か
ら
う
。
帝

大

は
特
別
會
計

た

る

が
薦

め

に
學
問

の
濁
立

の
上
か
ら

し

て
得

る
所
殆

ん
ど
之

な

く
し

て
、
却

っ
て
、
特
別
會

計
だ

か
ら
其
ち
ら

に
て

自
給
自

足
を

せ
よ
と
強

み
ら
れ

る
場
合
が
少

な

く
な

い
。
其

れ
か
ら
此
等

の
學
校
や
同
書

館

に
は
特
有

の
資
産

が

あ

っ
た
り
、
用
途
指
定

の
寄

附
金

な
ど
が
あ

っ
た
り
、
病

院

の
や

う

に
或
意
味

に
て
の
螢

利
事
業
が
あ

っ
た
り
し

て
、
真
秀

め

に
特

別
會
計

た

る
を
便

と
す
と

い
ふ
こ
と
も
あ

る
が
、
帝

大
や
官

大
附
属

の
病
院

に
至
り

て
は
本
来

螢

利
的

に
経
螢

す

べ
き
も

の
で
は
な

く
、
む

し
ろ
研
究
本
位

敷
育

本
位

に
て
管

理
す

べ
き
も

の
で
あ

る
か
ら

、
其

黙

か
ら
し

て
の
特
別
會
計

の
論
撮

は
薄
弱

で
あ

る
。
但
し

資
金
部
だ

け
は
、
其

連
用

を
必
要
と
す

る
限

り
、
特

別

會

計

と
し
て
残

し

て
も
良

く
、
其
方
が

一
層

確
實
有
利

に
其
實

を
擧
げ

る
こ
と
が
出
來

る
で
あ
ら
う

。
其

れ
で
此

・
3)Allix.Lc.P.66・

4)Allix,1.c・p.61・
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.
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.一

U
当

文

化
施

設

の
特

別
會
計

は
、
主

た

る
部
分

は

一
般

會
計

に
移
し

入
れ
、
其

の
資
金
部

の
み
を
残

し
て
各
部
局

に
て
管

理

せ
し
め
、
併

し
其
筈

に

つ
い
て
は
後

に
も

い
ふ
や

り
に
、
資

金

に
關
す

る
限

り
、
大
藏
雀

の
統
制

に
も
服

せ
し

む

べ
き

で
あ

る
。

そ
し

て
資
金
部

は
、
現
在
既

に
帝
大

、
宮
大

、
墨
・校
及
圖
書

館

に
は
存
在

す

る
が

、
醤
支
文
化

事

業

の
爲

め

に
も
新

に
資
金
部

を
設

く

る
の
必

要
が
あ

る
で
あ
ち
う
。
倦

て
此

結
果
と
し

て
何

れ
だ
け
特

別
會
計

か
・ら
除

か
れ

て
何

れ
だ
け
が
特
別

會
計

に
獲

る
か
と

い
ふ
と

(昭
和
六
年
度
に
よ
る
)
、

12り
U4

醤
交

交
化
事
業
(
支
出

と
取

入
と
異

る
が
、
事
業

と
し

て
は
支
出

が
圭

と
な
る
か
ら
支
出

に
よ
る
)

二
、
九

七
九
、
五

一
八

コダ
ま

のト
ち
　へ
のぞトヨ

こ

し

コ
ノ

骨
髄
4ノ
毒

'ヨ
叫
μ
と
環
ヌ

と
願
、

二
荘
、
山八
九

由ハ
、
…
篇
一
山ハ

官
立

文
墨

(
支
出

と
攻
入

と
同
)

一
二
、
三
七
七
、
八
九

三

學
校
及
圖
書
館
(
支
出

と
牧

人
と
同
)

一
七
、
五
〇

八
、
〇

一
二

此

計

五
六
、
五
六

一
、
五
五
九

　
加
轟

鋼蕪

麓

婆

　L謎

合

計

五
九
、
二
〇

[
、
三
八

二

が
特

別
會
計

か
ら
除

か
れ
て
、
文
化
施

設
資
金

部
と
し

て
次

の
も

の
が
獲

る
こ
と

に
な
る
。

1

劉
支
文
化
事
業
(
止
方

に
て
は
取
入

に
よ
る
)

2

帝
国
文
墨
　(出
入
異
る
が
多
'い
方
の
出

に
よ
る
)

3

官
立
文
墨
(
多

い
方

の
出
に
よ
る
)

、

特
別
會
計
の
整
理

四
、
山ハ
五
四
、
四

一

一

二
、
一
六
四
、
五
七

一

九
七
五
、
一
六

F

第

三
十
三
巻

.

二
〇
九

第

二
號

五
」三



特

別
…會
日計

の
整

理
.

第

三
十

三
巻

二

戸
0

第

二
號

五

四

4

學
校
圖
書

舘
(
多

い
方

の
出

に
よ
る
)

一
、
二
三

一
、
六

〇
二

此

許

.

「

九

、
〇
二
五
、
七
四
五

、1

帝
国

文
學
(出

入
異

る
が
多

い
入

に
よ
る
)

一
、
九

八

一
、
三
五
Q

外
に
追
加

r

宮
立
大
學
(
出
入

国
)

五
〇
、
O

O
O

合

計

一

一
、
〇
五

七
、
〇

九
五

尤

も

前

記

の
中

、

五

九

、
二

〇

一
、
三

八

二
圓

だ

け

一
般

會

計

に
加

は

る

の

で

は

な

い
。

其

牧

人

中

の

政

府

支

出

金

澤

を

解

禁

し

ヒ

器

も

D

,

麹

戯
事

D

忍

治

貧

農

鍛

を

控

疎

し

た

も

つ

が

加

は

る

に

止
.
ま

る

。

で

其

竄

入

炉

ら

い

ふ

君
一[
.'」
ぞ
.輝
.
1

刷,

〆

〔

¶
.'し
一
し

(
.
1'
-三月
〆
ー

ノ

r
.

一

'
隠

↓
1

と

、

一
般

會

計

へ
加

は

つ

て

行

く

の

は

次

の

全

額

で

あ

る

。

1

政
府
支
出
金

江
、
帝
国
大
.學

=

一、
四
七
〇
、
八
○
屯

b
、
宜
立
大
學

六
、
五
九
九
、
五
七
〇

e
、
學
校
圖
書

榊

一
二
、
五
九

一
、
九
六
三

計

三

一
、
六
六
二
隔
三
三
山ハ

外

に
追
加
(
帝
國
大
學
)

一
五
、
O
O
Q

合

翫

三

一
、六
七
七
、
三
三
六

2

政
府
臨
時
支
出
金

一
、
五
三
九
、
五
五
〇

3

實
業
教
員
養
成
費
支
出
金

一
〇
五
、
七
四
二

4

中
辮
民
団
畢
生
養
成
費
支
出
金

五
七
、
〇
四
〇

5

盲
唖
學
校
教
員
養
成
費
支
出
金

六
〇
、
八
二
九



7

大

計

三
三
、
四
四
〇
、
四
九
七

右
金
額
を
五
九
、
二
〇

一
、
三
八
二
圓
中
よ
り
控
除

し
た
る
淺
額
.

二
五
、
七
六
〇
、
八
八
五

(
註

一
)

佛
國

に
て
も
、
中
央
工
藝
學
校

が
特
別
會
計
と
な

っ
て
居
る
が
、
此
は
此
種

の
も
の
」
唯

一
例

で
あ

り
、
其

ぱ
學
校
設
立
者
と
國
家
と

ご

の
當
初

の
協
定

に
基

き
、
學
校
攻

入

と
他
牧
人

と
を
混
同

し
な

い
と

い
ふ
趣

旨

か
ら
出

来
た

の
だ

と

い
ふ
。

　二
特

別
會
計

と
し

て
存
続

す

べ
き
も

の
i

　

然

ら
ば
特

別
智
計

と
し

て
存
続

す

べ
き

も
の
は
何

か
と

い
ふ
と
、
其

は
大
農

、
事

業
部
會
計

、
資

金
部
會
計

、
植

民
地
會
計

の
三

に
分

れ

る
が

、
其
等

が
特
別
會

計
と

し

て
存
続

し

て
良

い
と

い
ふ
理
由
は
伺
う

か
と

い
ふ
と

.

.先

づ
事
業
部

會
計

は

・
此

は
元
來

、

飛

行
政
部

の
興

と

は
大

に
性

質

の
異

っ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
其

れ

寒

所

興

の
資

本
を
土
毫

と
駕

し
、
其

外

に
必
要

有
益
な

る
だ
け

に
て
は
公

債
借
入
金

を
も
起

し
て
、
按
張

し
改
良

し
蓮
縛

す

べ
く
、
勿

論
其

が
國

螢

た

る
以
上

は
、
公

益
上

の
見
地

か
ら

し
て
も
経
螢

さ

る
べ
く
、
軍

純

叢
牧

益
ば

か
り

恒

の

標

と
し
て

は
な
ら

耀
け

れ
ど
も
、
而

か
も
亦

、

一
の
螢

業
だ
と

い
ふ
こ
と
を
忘

れ
す
し
て
、
所

謂
、
ピ

ジ
、牙
ス
ラ
イ

ク

に
経
螢

し
、
牧

支
關
係

を
明
瞭

に
し

つ
つ
、
其
矯

め
の
公
債

借

入
金

の
元

利
彿

の
負
捲

.
減
便
償
却

、
恩
給

扶

助

料
等

の
負
謄

、
租
税

公
課

の
負
憺

等
を
も
計

算
し

て
、
術

ほ
許
す
限

り

の
剰

鯨
を
も
畢

ぐ

る
や
う

に
し

な
け

れ

ば
な
ら

ぬ
。
此

の
如

き
方
針

に
於

て
経
螢

す

る

の
に
は
、

一
般
行

政
と

は
猫

立
し

て
管

理
す

る
が
良

い
の
で

あ

り

會
計
を

特
別

に
す

る
こ
と

も
認

め
な
け
れ
ば

な
ら

の
。
そ

し

て
此

瓢

に
關

す

る
我
邦

の
事

業
部

の
従

来

の
経
螢

振

り

は
、
大

に
改
良

す

べ
き
も

の
が
獲

っ
て
居

り

、
現
在
存

す

る
各
部
當
局
者

の
上

に
、
此

等
を
総
轄

す

る
事
業

省

特
別
會
計
の
整
理

第
三
+
三
巻

二
=

第
二
號

五
五

5)
6)

7♪
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特
別
會
計
の
整
理
一

策
三
十
三
巻

二
一
二

㎝第
二
號

五
六

を
置

き
、
民
間
経
験

あ

る
人

士

の
顧
問
を
得

て
刷

新

し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
考

へ
ら

る
る
。
第

二

に
、
資

金
部

に

て
斌
資
金
を
其
儀

保
持

し

て
収
支
す

る

の
で
な

く
、
之

が
運
用

を
伜

ひ
、
其
を
確
實

且

つ
有

利

に
、
不
断

の
注
意

を

彿

っ
て
管

理

し
な
け

れ
ば

な
ら
ず
、
其

に
て
或
度
ま

で
前

記

の
事

業
部

と
同
機

の
螢

利
生
義

を
以

て
も
管

理
す

る
の
が
柵
要

で
あ
り

,
其

に
は

㎞
般

行
政
部

と
は
離

れ

て
別
箇

に
、
其
牧
支

を
管

理
す

べ
く
、
盟
・に
礎
質

を
旨

と

し

て
管

理
す

る

一
般
行
政
部

の
牧
支
と

は
性

質
を
異

に
し
、
随

っ
て
特
別

の
管

理
を
要

す

る
も

の
と
し

て
良

馬
。

の

そ
し

て
此

の
如

き
資

金

の
爲

め

に
特
別
會
計

を
備

ふ
る
こ
と
は
.

,バ
イ

エ
ル

ン
其

他

に
例
が
少

く
な

い
。
尤

も
此

等

の
資
金
部

は
各
部
局

に
て
管

理
す

る
と

し
て
も

.
性

質
上

、
矢
張

り
犬
蕨
省

の
統
制

下

に
置

化
や
う

に
す

る
の

が

至
當

で
あ

る
。
第

三

に
は
、
植

民
地
會
計

の

み
は

、
本
来

、

一
般
會
計

の
収

支
と
別
箇

に
管

理
し
な

け
れ
ば
な

ら

ぬ
と

い
ふ
も

の
で
は
な

い
。
大
禮

は

一
般
行

政
部

と
同
性

質

の
も

の
で
あ

る
。
だ

か
ら
し

て
大

禮

は
之
を

一
般

會
計

に
入
れ
、
。そ

し
て
拓
務

省
所
管

に
入
れ

る
こ
と

に
し

て
も
良

い

(勿

論

、
其

は
歳

出

の
み

で
、
歳

入
は
其

々

性

質

に
從

ふ
て
部

属

せ
し

め
な

く
て
は
な

ら

ね
)

の
だ

が

,
併
し
又
見
様

に
よ

っ
て
は
、
國
家
自

ら

の
直

接

の
會

計

で
は
な

く
、

各
殖
民
地
と

い
ふ
、
其

々
各
地
方
限
り

の
會

計

で
あ

る
。
例
之

、
北
海
道
廉

の
會

計

と
か
、
沖
縄

縣

の
會
計

と

か
と
愛

り
は
な

い
。
其
歳

出
が
国
費
.的

の
も
の
と
し

て
も

、
少

く
と
も
其
歳
入

の
重

な

る
も

の

は
、

其

租
税
改

入

に
し

て
も
、
其

は
各

殖
民
地

の
人
民

だ
け

の
負

ふ
斯

で
あ

っ
て
、
本
国

即
ち
内
地

人

か
ら
見

れ
ば

、

補

充
金

(壷

湾

に
つ
い
て
は
之

も
な

い
)
並

に
軍
事

上

の
費

用

、
官

吏

恩
給

金

の

一
部

な
ど
を
負

ふ
だ

け

で

(
そ
し

8)Schanz,a.a・0.S.9L

9)Schan7,a・a.O・S-go-gL正{eckeI a.a.〔).:… ….84.
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て
其
筈

は
凡

べ
て

一
般
會

計

に
計

上

さ
れ
て
居

る
)
、

其

の
主
な

る
牧

人

は

各
植
民
地
人
民

の
負
憺

に
属

し
、
随

っ
て
は
其
歳

出
を

も

一
緒

に
し
て
圭

と

し
て
は
、
各

殖
民
地

の
財

政
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
す
、
少

く
と
も

一
般
會
計

と

は
性
質

の
異

っ
た
も

の
で
、
之

を

直
ち

に

一
般
會
計

に
入
れ

て
は
、
却

っ
て
不
合
理
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら

粗

だ

か
ら
し

て
之

を
特

別
會

計

と
し

て

置

く
方
が
其

の

性

質
乃

至
關
係

を

一
層

明
瞭

な
ら
し

め
乃
と

す

べ
き
で
あ

る

(註
二
)
.

(駐
剛剛)

佛
圃
【に
て
は
、
ア
ル
ゼ
リ
ー
の
換
算
は

一
九
〇
〇
年
に
国
家
豫
算
中
の
特
別
會
計
豫
算
と
し
た
が
、

}
九
〇

}
年
以
聚
、
之
粒
國
の
腕塚

箕
の
中
に
入
れ
る
こ
と
を
止
め
に
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

ラミ

ー
般

會

計

よ

り

特

別

會

計

に
移

す

べ
き

も

の
一

(

終

う

に
現

在

は

一
般

會

計

の
中

に
あ

っ
て
も

、

事

の
性

質

上

、
即

ち

其

が
事

業

部

に
属

す

べ
き

も

の
た

る
の

理

由

か

ら

し

て
、

特

別

會

計

に
移

し

て
、

人

な

る
事

業

省

統

制

下

に

置

く

べ
き

も

の
は

、

逓

信

省

の
重

な

る
経

費

(
一
部

を

除

き
)
、
及

山

林

事

業

費

並

に
、
歳

入

中

の
之

等

に
關

係

あ

る

も

の

で
あ

る
。

真

庭

で

一
般

會

計

に
は
此

益

金

と

一
部

の
費

用

と

だ

け

が
残

さ

れ

る
事

に
な

る
。

實

は
今

の
豫
算

の
や

う

だ

と

、
齊

し

く
事

業

部

に
閉

す

る

も

の

で
あ

る

に
拘

ら

ず

、
益

金

の

み

一
般

會

計

に
計

上

さ

れ

る
も

の
と

.
総

牧

人

が

一
般

會

計

に
出

る

も

の
と

が

あ

っ

て

、
財

政

比
較

を
混

雑

に
陥

ら

し

め

る

こ

と

に
な

る
。
然

る

に
此

改

正

に
依

る
と

き

は

、
事

業

歳

入

が

凡

べ

て
統

一
あ

る
方

針

の
下

に
整

理

せ
ら

れ

て

一
層

明

瞭

に
な

る

こ
と

が

出

来

る
。

此

方

針

の
下

に
六

年
度

の
豫
算

を

特
別
會
計

の
整
理

第
一二
十
三
巻

二

一
三

赴昂
二
號
}

五
七

二〇)J¢ 乙e,1・c・P・ISO・



特
別
會
計
の
整
理

整

理

す

る
と

送
は
次

の
計
算

と

な

る
.

特
別
會
計

に
移
さ
る
玉
も
の

コ

歳
入

乱
郵
便
電
信
電
話
取
入

L
森
林
取
入

計

2

歳
入

出
郷
常

イ
、
森
林
事
業
費

ロ
、
逓
倍
費

h
臨
時
-
返
信
臨
時
費

q
追
加
-
逓
倍
費

計

一
般
會
目許

に
残
る
も

の

右
益
金

其
外

に
事
業
費
以
外

の
森
林
費
、
並

に
遮
倍
量
以
外

の
逓
信
省
費

第
三
+
三
春

二

一
四

第

二
號

五
八

・

二
四
〇

、
八
八
七
、
八
0

0

四

三
、
〇
九
〇

、
八
四

一

二
八
三
、
九
七
八

、
六
四

一

一
八
、
六
六
六

、
五
七
六

}
四

一
、九

二
五
、
七
六

…

二
四
.
三
八
○

、
五
八
八

一
一
〇
〇
、
○
○
〇

一
八
五
二

七

二
、
九

二
五

九
八
、
八
〇
五

、七

「
六

第
=

特

別

會

計

の
調

整

特
別
會
計
が
明
瞭
を
鉄
き
、
そ
し
て
其
れ
だ
け
大
き
な
厄
介
物
が
國
民
の
頭
の
上
に
か
か
っ
て
居
る
や
う
に
見

ゆ
る
の
は
、
畢
竟
す
る
に
、
特
別
會
計

に
入
る
べ
き
も
の
が
却

っ
て

一
般
會
計

に
入
っ
て
居
り
、
而
か
も

一
般
會

計

に
入
る
べ
き
も
の
が
特
別
會
計
に
入
っ
て
居
る
こ
と
、
並
に
特
別
會
計
に
於
け
る
各
會
計
が
所
管
別
に
排
列
せ



ら
れ

て
性
質

に
よ

る
分
類

が
明
確

で
な

い
の
と

に
因

る
の
で
あ

る
か
ら

、
先

づ
以

て
特

別
會
計

の
存
磨

を
決

し
、

特

別
曾
計

か
ら

一
般

會
計

に
移

す

べ
き

も

の
は
之

を
移

し
て
、
其

に
残

す

べ
き
も

の
の

み
を
残

し
且

つ
、

一
般
會

計

よ

り
特

別
會
計

に
移

す

べ
き
も

の
を
此

に
移
す

こ
と
を
行

ひ

た

る
上
は

、
更

に
此

特
別
會
計

の
形
式

上

の
編
成

に

つ
き

、
従

来

の
所
管
別

を

、
む
し
ろ
性
質

別

に
改
め
、
且

つ
實

質

的

に
も
、
之

に
属

す

る
會
計

並

に
本
膿

た

る

行
政

其
も

の
を
従

来

よ
り
も

一
層

合

目
的
的

た
ら

し
め

、
統
制

の
機
關

を
も
目
的

に
合

す

る
や

う

に
改

め

る
こ
と

を
要

す

る
。
か
く

て
北

新
な

る
方
針

の
下

に
、
特
別
會
計

を
編

成
す

る
と

す

れ
ば

、
夫

の
文
化
施

設
特
別
會
計

を

除

き

九

る
残
り

の
特

別
會
計

並

に

一
般
會
計

炉
ら
特

別
會

計

に
移

さ
れ
た

る
若
干

の
會
計

は
、
大

膿

、
殖
民
地
特

別
會
計

資
金
部

特
別
會
計

、
事

業

部
特

別
會
計
乏

い
ふ
こ
と

に
な
り

、
其
中

、
殖
民
地
特

別
會

計

は
拓
務

省
所
管

と
な

る
の
は
勿

論
と

し
て

(
尤

も
行

政
整

理
を
徹
底

的

に
行

ふ
と

し
た
ら

、
拓
務
省

は
無

く
な

っ
て
、
内

務
省
所

管

と

な

っ
て
も
宜

し

い
や

う

に
思

ふ
。
或

は
内
閣

直
属

と

し
て
自

ら
大

藏
省

所
管

と

も
な
り
得

る
)
、
資

金
部
特

別

會

計

は
何
と

し
て

も
大
藏

省
所
管

と
す

べ
く
、
假

り

に
之

を
各
省
所
管

に
分
属

せ
し

め
る
と

し

て
も
、
大
殿
省

の

統
制

下

に
立

た
せ

る
の
が
適

當

で
あ

る
。

そ

し
て
事
業
部

特

別
會
計

は
、
出
来

る
な

ら
ば
従
来

の
関
係
諸

省

を
合

同
し

、
少

く
と
も
之

に
關
す

る
だ
け

の
事
務

を
集
中

し

て
、
事
業

省

を
設
け

て
所
管

せ
し

め

右
が
良

い
。

か

く
す

る
こ
と

に
よ
り

て
殖
民
地
會

計

の
如

き

は
内

地

の

一
般
国

民

と

し
て

の
財
政
負
澹

で
な

い
事

が
明
瞭

に
な
り

内
そ

し

て
資

金
部

や
事

業
部

は

一
層
合

目
的
的

に
管

理

せ
ら

れ

て
、
相
當

に
公

益
を
奪
重

し

つ
つ
.
事

業
的
菅

刑
名

に

特
別
會
計

の
整
理

齢昂
=
一十
三
巷

二

一
五

嶺
〃二
盤
慣

五
九



〆

特
別
會
二
訂
の
整
理
一

策
三
十
三
巻

二

一
六

{弟
二
號
…

六
〇

も
経
螢

せ
ら

れ

て
、
能
率

を
人

な
ら
し

め
、
経
済

上

の
實

利
を

一
層
大

な
ら

し
め

つ
つ
、
其

の
官
螢

た

る
が
薦

め

に
不

利
益

な

る
だ

け

に
て
は
、
公
益

を
尊

重

す

る
と

い
ふ
無
形

の
利
益

に
よ
り

て
補

ふ
こ
と
を
得

て
、
其
が
全
禮

上

、
格

別

に
國

民

の
上

に
厄

介
と

な
ら
す
負
澹

と

は
な
ら

ぬ
と
認

め

て
良

い
こ
と

に
な

る
。
欝

各
種
別

に
つ
い
て

説

明
す

る
と
、

ラ
一
殖

母
地
特

別
會

計

1

は
何

れ
位

の
大

さ
か

い
ふ
の

に
.

54321計

朝
鮮
総
督
府
(出
入
同
)

●

羅
渇
総
督
府
(
出
入
国
)

関

東

鰐
(
出
入
同
)

樺

太

羅
(出
入
同
)
.

南

洋

羅
(
出
入
同
)

計
測工
灘
灘

懸
欄酵
乙

二
三

八
、
五
七

二
、
八
七

三

一
一
四
、
九
六
四

、
五

二

一

二

二
、
一
七

}
、
三

一
一八

二
四
、
五
四
四
、
六

五
五

四
、
九
五

三
、
四

五
三

四

〇

五
、
二
〇

六
、
八

一
八

=

ハ
、
八
五

四
、
八
九
五

三
、
一
三

四
、
三

二
〇

六
、
○
○
○
、
○
○

〇

二
五
、九

八
ヵ
、
二

一
五



玉
織

　

⊥
饗
瑠

一計

二

、
=
一
三

五

.山
ハ
二

四

大

計

四

冒
=
二
、
五

三

一
、
山
ハ
五

七

で
あ

っ
て
、
大

盤

、
四
億
彦
予

診
百
萬

圓
ば

か
り

の
も

の
で
あ

る
。
此

は
全
然
他

の
會
計

と
離

れ
九
も

の
で
は
な

い
。

一
般

會
計

か
ら

し
て
は
補

充
金
等

を

受
け
入

れ
、
之

に
謝

し

て
恩
給
負
搬

金

を
出

し
、
公

債

の
登
行

に
關

し

て
公
債

金
特

別
會
計

と
交

渉

し

、
公
債

元
利
彿

の
嬬

め

に
国

債
整

理
基

金
特

別
會
計

に
貢
献
す

る
こ
と

に
な

っ
て

居

る
。
併

し
其

の
殆

ん
ど
全
膿

の
も
の
は
結
局

、

各
殖
民
地
人

民

の
負

澹

す

る
所

に
係

り
、
内

地

の

一
般
國

民
と

し

て
は

、
補

充
金
等

並

に
国
防
費

を
負

ふ
こ
と

に
は
な

る
け
れ
ど
も

、
其

は
凡

べ
て

一
般

會
計

に
現

は
れ

て
居

る

も

の

に
外
な
ら

ぬ
。
そ

し
て
此

殖
民
地

會
計

其
も

の
は
内

地

人

一
般

の
負
澹

で
は
な

い
と

い
.ふ
事

を
明

に
し
な
け

れ
ば

な
ら

諏
。
尚

ほ
国

防
費

を
殖
民
地

の
矯

め

の
分
と

し

て
分

別

し
て
計

算
す

る
こ
と

は
⊥
ハ
つ
か
し

い
が

、
補

充

金

は
左

の
如

き
も

の
で
あ

る
。

1

朝
鮮
総
督
府

一
五
、四
七
三
、九
一
四

2

關
東
廃

四
、○
○
○
、○
○
0

3

樺
十
八圏
脚

.

一
、山ハ
O
O
、0
0
0

4

南
洋
臆

・

三
〇
〇
、0
0
0

此
π別
會
計
の
整
理
　

第
三
十
三
巷

二
一
七

鎮
皿二
鵬

.

六
甲



特
別
愈
計
の
整
理

、計

　二
資

金
部
特

別
會
計
一
此

は

(

、

154321

教
育
基
金
(
入

の
み
)

国
債
整
理
基
金
(
出
入
同
)

公
債
金
(出
入
同
)

國
宥
財
産
整
理
{資
金
(
出
入
異
る
が
漁歩
い
十
刀
の
入

に
よ
る
)

教
育
改
善
及
豊
村
、振
興
.懸
命
〔出
入
異
ろ
が
多

い
方
.の
歯

に
よ
る
)

計

礎
翫

姻
擁
鐸

入同)

戸3

教
育
改
善
及
農
村
振
興
基
金
(出
)

計
合
計

第
三
十
三
答

一二

八

第

二
號

六

二

一二

、
三

七
三
、
九

一
四

二

三

、
一
〇

〇

六

九

二

、
五

四

〇

、
七

七

三

山
八
八

、
六

〇

〇

、
○

○

∩
V

七

、
三

九

九

、
八

八

三

ヒ

.
㌦

』
、
鳳

、
瑠

=
州
、

七

七

六

、
四

二

九

、
一
九

四

八

五

八

、
O

O

四

一
=
二
、
五

〇

〇

、
○

O

O

一
九

五

、
八

一
〇

二

四

、
五

五

三

、
八

一
四

八

0

0

、
九

八

三

、
O

O

八

と

い
ふ
可

な
り
大

な
額

に
上

る
け

れ
ど
も
、
結

局

、
此

が
国

民

の
厄
介

と

な
り
負

捲
と

な

る
鮎

か
ら

い
ふ
と
、
國

債
整

理
基

金
中

の
、

一
般

會
計

か
ら

の
受

入
金

(
二
五

八
、
⊥
ハ
九
六

、
八
七

一
、
外

に
追
加

七
三
五
、
三

四
九

、
合
計

二
五
九

、
四
三

二
、
二

二
Q
)

の

み
で
あ

り
、
此

は
既

に

一
般

會
計
中

に
現
は

れ
て
居

る
の
で
あ

る
。
国

有

財
産

整

理
資

金
と
敷
育

改
善

及
農
村

振
與
基

金
と

に
至

り

て
は
、
む

し

ろ
各

一
般

會
計

を
補

給

し
て
居

り

、
毫

も
國

民

の



負
捲

と
な

る
こ
と
は
な

い

(
其

の

一
般
會
計
繰

入

は
、
國

有
財
産
整

理
資
金

か
ら

は
六

、
四
八

入
、
六

二
九

、
敷
育

改
善

及
農

村
振

興
基

金

か
ら

は
七

、
八
六

五
、
四
三

八
、
追
加

、

一
九

五
、
八

一
〇
、
合
計

一
四
、
五
四
九
、
八
七
七
V

敷
育

基
金

に
至
り

て
は
金
額

も
小

く
,

い
ふ

に
足
ら

ぬ
も

の

で
あ
り

、
固

よ
り
國
民

に
負
謄

を
加

へ
る
も

の

で
は

な

い
。
公

債
金

は
大

部
分

、
各
特

別
會

計

に
關

す

る
事

業

の
爲

め

の
も

の
で
あ

る
が

、

唯

だ
追

加
中

に

つ
き
、

二
二
、
○
○
○
、
O
O
O

と

い
ふ
も

の
が

一
般
會

計

へ
繰

入

れ
ら

れ

る
。
此

が
國

民

の
財
政
負

憺
と

し

て
の
關
係

は

伺

う

か
と

い
ふ
と
、
此

も
後
年
度

に
至
り

て
元

利
彿

と
な

っ
て
は
國
民
負
捲

と
な

る
け
れ
ど

む
、
起
債

の
年
度

と

し

て
は
国

民

の
負
憺

に
は
な
ら

な

い
。
假

り

に
之

を
現
年
度

の
負

澹
と

し

て
も

.
其

は

一
般

會
計
中

に
も
現

は
れ

て
居

る
大

さ

で
あ

る
。
術

ほ
前
記

の
外

、
文
化

施

設

に
附

帯

し
た
資

金

で
あ

っ
て
、
此

が

一
般
會
計

に
入

れ
ら

れ

る

こ
と
と

な

る
の
結

果

、
特

別
會

計

と
し

て
、

大
藏

省
統
制

下

に
収
獲

さ
れ

る
も

の
が
あ

る
。

其
額

は

一
一
、
〇

五
七
、
〇
九

五

で
あ

っ
て
、
其

結
果

と
し

て
資

金
部

會
計

の
合
計

は

八

=

一、
〇
四
〇
、
一
〇
三

と

な

る
。
荷

ほ

こ
の
以
外

に
も
事

業
部

及
殖
民
地
會
計

に
附
帯

し
た
も

の
が
あ

る
が

、
其

は
夫

々
の
特

別
會
計

に

て
附
帯

し

て
管

理
す

る
を
便

と
す

る
。
特

に
此

等

の
も

の
は
名
稽

こ
そ
資
金
と

い
ふ
け
れ
ど

も

.
其
實

、
物

品

に

閲

し
事

業

に
關

す

る
所

が
大

き

い
の

で
あ

る
か
ら
尚

更

で
あ

る
。

　三
事

業
部
特

別
會
計
L

`

(

特
別
會
計
の
整
理

第
三
十
三
巻

二
一.丸

餅
岬二
腋
}

六
三



特
別
金
属訂
の
整
理

紳弟
三
十
三
巻

二
二
〇

箪
〃二
號

山八
四

此

が
大

さ
を
見

る
の

に

　A
既

存

の
も

の

(

　

ロ

い
補
給

事
業

會
計

-

従
来

の
特

別
會
計
中

に
て
事
業

に
属

す

る
も

の

に
は
、

一
般
會
計

か
ら
補
給

を
要

す

る

(

が
如

き
も

の
と
、
む

し
ろ
収
益

を
畢
げ

て

一
般
會

計

に
繰

入

れ

つ
つ
あ

る
か
、
少

く
と

も
管

理

方
法

の
改
善

を
行

ふ
な
ら
ば

…
般
會
計

に
相
當

の
益
金

を
繰

入
れ
得

る
も

の
と

の
二
大

別

が
あ
・る
。
前

者

は
現

に
も

一
般
會

計

の
厄

介

と
な
う
国

民
負
僻

と

な

っ
て
居

る
が

.
將
摩

と

て
も
國

茂
が
之

セ
逃

れ
る
こ
と

ば
出
來

な

い
。
唯

だ
其

負
、謄

を

多

少
、
減
少

せ
し
め

る
こ
と

は
出
来

る
。
其
負
澹

は
大

豊
、

一
般
會
計

か
ら

の
繰

入
額

だ

け
で
、
其

は
既

に

一
般

會

計

に
も
現

は

れ
て
居

り

、
此

が
其

以
上

の
困

民
負

捲

で
は
な

い
。
強

て
其

以
上

の
負
謄

と

い
ふ
な
ら
ば

、
之

を

民
間
事
業

に
て
経
管

す

れ
ば

、
も
少

し
費

用
を
節

し
得

た

で
あ
ら

う
の

に
、
其

が
得
ら

れ
な
か

っ
た
損
害

と

い

へ

ば
其
損
害

が
敷

へ
ら

れ

る
け

れ
ど
も

、
元
来

、
此

等

の
事

業

が
民
間

に
て
行

は

る

べ
き
も

の
廼
な

く

.
政

府

の
行

ふ
の
外

な

き
も

の
と
す

る
な
ら
ば

、
別

に
之

を
擧
げ

る
に
も

及
ば

ぬ
。
先

づ
此
第

一
種

の
も
の
は

1

内
務
省
所
管

金

額

一
般
書
評
よ
り
受
入

&

健
康
保
険
(
出
入
同
)

二
〇
、
三
三

一
、
〇
四
六

一
、
七
五
八
、九

一
五

臨

勢
働
者
災
害
扶
助
責

任
保
険
(出
λ
同
)

三
三
三
、
九
二
〇

三
〇
、
○
O
Q

2

農
林
省
所
管

q

家
畜
再
保
険
(
出
入
異
る
が
多

い
入

に
よ
る
)

三
九
二
、
一
五
三

三
七
、
九
八
四



計

二

一
、
〇
五
七
、
一
一
九

　ろ

牧

盆

事

業

會

計

-

現

に

収

益

を

擧

げ

て

一
般

會

計

に

貢

献

し

又

は

、

(

に

な

り

得

る

も

の

は

一
.

大
蔵
省
所
管

金

額

a

造
幣
局
(
多

い
方

の
入

に
よ
る
)

六
、
七
九
五
、
八
O
二

L

印
刷
局
(
入
)

.七
、
八
四
三
、
六
六
三

仏

事
責
馬
(
入
)

三
六
八
、
七
四

一
、
四
九
七

L

島～
蜥臨
恥自
…距
徹
瓢
、
入
'

　
胤
鼠
、
乱
、
馴
「
一
触
ゴ
マ
コ
～

2

陸
軍
省
所
管

o

陸
軍
造
兵
廠
(出
入
同
)

四
八
、
〇
七
五
、
大
〇
七

」

千
住
製
絨
所
(
入
)

五
、
三
二
四
、
四
六
五

3

海
軍
省
所
管

9。

海
軍
工
廠
資
金
(
入
)

三
三
、
二
四
二
二

四
三

L

肇

火
藥
廠
(諜

謙

翅

鷲

馳
)

二
、・
二
八
・六
三
八

,L

海
軍
燃
料
廠

(入
)

二
二
、
六
六
六
、
五
〇
五

4
.

農
林
省
所
管

・ふ

米
穀
需
給
調
節
(
出
入
同
)

丑
G
、
三
三
七
、
七
二
六

追
加
.

三
、
二
六
二
、
六
二
九

特
訓
金
脚計

の
整
理

甜昂
三
十
三
巻

一
、
八

二

山
ハ
、
八

⊥兀
九

現

に
は
然

ら
ざ

る
も
將
來
然

る
こ
と

二

一=

一
般
會

計

に
貢
献

へ
恩

給
貢
槽

金

を
別

と
し
)

〇

一
、
四
八
九
、
〇
二
〇

一
九

八
、
二
四

八
、
八

一
四

X
笥
一一)

)
、
⊃
⊃
)

〇
三
、
六
六

四

五
〇

〇
、
0
0
0

一
〇

〇
、
O
O
O

一
、
一
五

〇
、
O
O
O

O

第

二
競

六
五

ρ

.



特
別
會
計

の
整
理

計

5

商
工
省
所
管

馬
.
製
鐵
所
(
入
)

6
.

逓
信
、省
所
管

簡
易
生
命
保
険
(
入
)

豊
加
(
入
)

箭

m

都
側
年
金
(
λ
)

7

・
鐵
道
省
所
管

帝
国
鐵
道
(
入
)

(
註
三
)

計

大
計

第

三
十

三
巷

五
三
、
山ハ
O
O
、
三
五
五

一
〇

二
、
四
〇
〇

⊃九

五
七

一
八

三

、
五

二

四

、
九

五

九

二

四

一
、
一
五

山
八

一
八

三

、
七

山
ハ
山
ハ
、
一

…
五

九

、
七

一
二

、
四

八

八

.

臨

五

九

七

、
四

一
四

、
九

一
=

一

一
、
五

九

七

、
二

六

二

、
四

六

五

一
、
六

一
八

、
三

一
九

、
五

八

四

右

よ
り
專
責

馬

と

い
ふ
特
殊

の
も

の
を
除

き
て
計
算

す

る
と
き

は

.

一
、
二

四

九

、
五

七

八

、
O

八

七

街
附
帯
的
の
勘
定
と
し
て

1

造
幣
局
資
金
部
(
出
入
異
る
多

い
方

の
幽
に
よ
る
)

・
婁

腋
藻

雛

入
。
よ
る
)

ニ
ニ
ニ

第

二
號

六
六

O

五
六

二
、
七
四

三

O〇

二

一
〇
、
七
五
四
、
二
四

一

一
般
會

二
〇

八
、九

二
七
、
三
四

二

計
入

超

一
般
會

計
入
超

一
〇

、六

七
八
、
五

二
八

八
.〇

四
三
、
九

言
=

一
五
,
二
七

一
、
七

二

一

六
八
、
五
九
五
二

七
八

馬

,



「資

木
勘

定
(
出

入
同
)

=
二
七
、
六

一
五
、
七

二
七

3
帝
國
鐵
漣

用
品
勘
定
(出
入
国
)

一
六

八
、
三
四

六
、
0
0
0

が
あ

る
け

れ
ど
も

、
此

等

は
其

々
の
事
業

に
附

帯

し
た
も

の
で
あ

る

か
ら

、
暫
ら

く
措

き
、
專

ら
各
事
業

の
牧

支

會
計

に

つ
い
て
見

る
の

に

,
別

に
各
事
業
會
計

か
ら
し

て
恩
給
負

推

金
を

一
般
會
計

ム、
繰
入

る

る
と

し

て
、
其

は

勿

論
常
盤

の
負

謄
だ

が

、
そ

七

て
補
給
事
業
會

計

の
如

く

一
般
會

計

の
厄

介

に
な

る
も

の
が
あ

る
と

し

て
も
、
専

責

局
の
如

き
特
殊

性
質

の
事
業

會
計

を
別
と

し

て
、
十

二
億
圓

か
ら
収

入
を
扱

ふ
事
業
會
計

か
ら

し

て
、
其
百

が

一
に
も
足
ら
ざ

る
僅

か

に

}
千

萬

圓
を

一
般
會

計

へ
繰

入

一5

る
に
止
ま

る
と

い
ふ
の
は
、
あ
ま

り

に
も

一
般
會
計

と
し

て
は
得

る
所

の
少

き

に
失

望

し
な
け

れ
ば

な
ら

蹟
。
此
貼

か
ら
見

て
事

業
部

の
経
菅

方
法

に

一
大
改
善

が
勧

め
ら

れ

る
。
併

し
何

れ

に
し
て
も

此

等
事

業
部

の

牧
支

の
大

さ
だ
け
が

国

民

の
財
政
負

澹

と
な

る

鐸

だ

は
な

く

(註
四
)

此
等

の
も

の
は
大

腱
其
が

民
業

に
依

り
行

は
れ
て

も
生

す

る
も

の
で
あ
り
、
其

中

、眞

に
国

民
負

罐

と
な

る

の
は
、
補
給
費

と
専
責

局
益

金

一
九

八
百
萬
圓

の
大

部
分

(其

一
部

分

は
民

間

に
螢
ま

れ
て
も
牧

め
ら

れ
た

る

べ
き

も

の

に
属

す

る
)
と

、
凡

べ
て
此

等

の
事

業
が
官

業

た
る
偶

め

に
民
業

で
あ

っ
た
よ
り

も
よ
り
人

な

る
費

用
を

要

し

た
と
認

功
ら

る

る
部

分

と

で
あ

る
。
け
れ

ど
も
後
者

は
計

算

の
仕
様

も
な

い
ば

か
り

で
な

く
、

さ
う
大

し
た
も

の
乏

は
認

め
ら

れ
な

い
か
ら

、
暫

ら

く
措

く
と

い
ふ
こ
と

も
出
家

る
。
叉
其

れ
位

の
こ
と

は
、
官

螢

の
爲

め

に
公

益
尊

重

か
ら
生

す

る
無

形
利
益

に
よ
り

て
補

は

る

る
と
も

い

へ
る
。
假

り

に
之

を
惜

《
と

す
れ
ば

西
専
責

益
金

と

特
訓
官
許

の
整
理

第
三
+
三
巻

ニ
二
一=

第

二
號

六
七



特
別
會
計

の
整
理

第
三
十
一二
巻

二
二
四

箪
〃
二
號

六
八

補

給

費

と

の

方

は
此

は

一
般
會

計

に

現

は

れ

て

居

る

の

で
あ

り

、
随

ふ

て
此

等

の
會

計

の

凡

べ

て
を

一
般

曾

計

と

通

計

し

て
国

民

財

政
負

謄

を

考

へ
る
必

要

は

な

い

。

伺

ほ
此

等

事

業

會

計

は
公

債

に
關

す

る
だ

け

に

て
公

債

金

、

國

債

整

理
基

金

の
各
特

別

曾

計

と

も
交

渉

し

て

居

り

、

そ

れ

か
ら

米

穀

需

給

調

節

の
如

き

は

、

全

く
公

益

上

の
見

地

か
ら

政
府

に
し

て
初

め

て
行

ふ
も

の

で

、

民

間

な

ら

ば

管

ま

綴

も

の

だ

と

も

い

へ
る
け

れ

ど

も

、
其

故

支

の
大

部

分

は

少

く

と

も

、
豫

算

に
現

は

れ

た

所

で

は
主

と

し

て

米

の
責

買
代

金

に
關

す

る
も

の

で
、

純

粋

な

る
出

費

と

認

め
ら

る

る

も

の
は

其

一
小
部

に
止

ま

る
。

(註
三
)

帝
國
鐵
道
か
ら
七
、五
〇
〇
、○
○
○
圓
だ
け
地
方
鐵
道
補
助
費
が
出
さ
れ
て
居
る
が
、
此
れ
だ
け

一
般
會
計

へ
の
貢
献
に
代
る
も
の
と

も
見
ら
れ
る
。

(躰
一四
)

エ
ー
ベ
ル
ヒ
は
、
國

の
響
利
事
業

の
郷
㌶
智
費
は
国
民
の
召貝摺
を
横
…成
せ
ず
、
叉
は
・少
く
と
も
其
の
直
接
貢
塘
を
成
さ
ず
と
い
ふ
の
は
、

精
密
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
大
盤
上
は
當

っ
て
居
る
。

刷

新

に
移

さ

る

べ
き

も

の
一

と

し

て

は

、
郵

便

電

信

電

話

事

業

と

森

林
事

業

と

で
あ

っ
て

、

其
大

さ

は
吹

入

に

(

て

二
人

三

、
九

七

八

、
⊥
ハ
四

一
、

で
あ

る
か

ら

、

事

業

部

の
通

計

は

一
、
九

〇

二
、
二
九

八

、
二

二

五

と

い

ふ
亘

額

に
も

上

ぼ

る

。

随

っ
て

事

業

省

の
仕

事

は

頗

る
大

と

な

り

、
其

責

任

も

亦
大

き

い
。
そ

し

て
此

事

業

部

の
矯

め

に
は

必

要

有

益

と

あ

れ
ば

起

債

を

多

少

寛

大

に
し

て

も

良

く

、
叉

減

債

基

金

に
し

て

も

、
事

業

公

債

に
關

す

る
も

の
と

、

其

他

の

も

の

と

に
匿

別

し

て
取

扱

ふ

の
が

至

當

で
あ

る
。

尚

又

、
現

存

の
事

業

に
し

て
性

質

上

、

II)Elle1)C7,,,8.a・O・s.55・



張

る

て
官

螢

に
し
て
置

く

に
及
ば
す

、
む

し
ろ
民
業

に
任

か
し

て
良

い
も

の
も
あ

る
。
例
之

、
製
鐡
所

、
製
絨

所

造
兵
廠

、
工
廠

、
印
刷

局
等

の
如
き

で
あ

る
。

け
れ

ど
も
、
此
等

を
張

る

て
民
業

に
移

さ
す

と
も
、
官
業

と
し

て

置

き
経
管

の
改
良

を
計

る
こ
と

に
よ
り

て
其
能
蛮
-を
登
挿

す

る
こ
と
も

出
来

る
。

結

冒
職

以

上
要
之

、
特

別
會
計

は
世
人

か
ら
し

て
は

判
り
悪

き

も

の
の
や

う

に
思
は

れ
、
又

は
其

れ
だ
け
國

民

の
頭

の

上

に
か

か

る
も

の

の
や
う

に
も
考

へ
ら

れ

る
け
れ
ど
も

、
其

は
之

を
分

析
し

て
、
其

々
性
質

に
從

ふ
て
分
類

し

て

編

成

し
、
且

つ
其
中

か
ら

し

て
性

質

上

一
般
會
計

に
移

す

べ
き
も

の
は
移
し

(文
化
施

設
特

別
會
計
)
一
般
會
計

か

ら
特
別
會

計

へ
移

す

べ
き
も

の
も
之

を
適

當

に
移

し
換

へ
(森

林
事

業

,
逓

信
事
業
)
、
か
く

し
て
特

別
會
計

を
殖

民
地
會
計

と

、
資

金
部
會
計

と
事

業
部
會
計

と

に
分
属

せ
し

め
る
と
き

に
、
そ

し
て
各
通

當

な

る
統
制

省

を
配
當

す

る
と

き

に
、
特

に
事

業

部

の
管

理

に

つ
き

一
大

改
善

を
加

へ
、
維

管

方
法

に
事

業
的
色

彩
を
濃
厚

な
ら

し
め
、

公

債

の
起

債

、
償
還

な

ど

に
も
特

別

の
取
扱

を

す

る
こ
と

に
す

る
な

ら
ば

、
之

よ
り
し

て
新

な

る
財
源

も
産

み
出

さ
れ

る
で
あ
ら

う
し

、
叉
大

髄

に
於

て
特

別
會

計

の
性
質

が
明

か

に
な
り

、
特

に
格
別
国
民

に
負
澹
を
加

へ
る
も

の
で
な

い
と

い

ふ
こ
と

も
明

か

に
な

っ
て
、

財
政
困
難

の
救
済

に
も
資

す

る
こ
と

が
出
家

、
財

政

の
民
衆
化

に
も

適

う

こ
と
と
な
ら

う
。

特
別
會
計
の
叢

第
三
+
三
巻

一三

五

第

二
號

六
九


